
高齢者世帯実態調査票における 

個人情報の流出等について 

 
１ 概要 

市は９月２６日（月）、高齢者の独居世帯や高齢者夫婦のみの世帯に対し「高齢者世帯実

態調査」に関する調査票を送付した。 
調査票の作成及び発送業務受託者の印刷用ファイルの作成誤りにより、一部の調査票の緊

急時連絡先及び電話番号の欄に他の方の情報が印字されたほか、対象世帯の一部に送付漏れ

が発生した。 
 

２ 件数 

  総件数４，６４５件のうち、不備があった件数は以下のとおり。 

（１）緊急時連絡先欄に、他の方の情報が印字された件数  ２４件 

（２）電話番号欄に、他の方の情報が印字された件数    ５４件 

（３）送付対象であったが未送付となっていた件数    ３６３件 

 

３ 経過 

緊急時連絡先の欄及び電話番号の欄に他の方の情報が印字された方について 

・不備があるとの連絡を受けた場合、個別にお詫びをした。 

   ・１０月５日時点で調査票が未返送の方には、お詫び状を同封して再発送した。 
・誤りに気づかず調査票を返送している可能性もあり、次年度以降の調査に影響を及ぼ 
す可能性があることから、回答済の調査票については全件前年度回答との突合点検のう 

え、システムへの入力作業を行う。 
・緊急時連絡先などの個人情報が流出された方については、今後個別にお詫びをする。 

送付対象であったが未発送となっていた件について 

・１０月５日にお詫び状を同封して発送した。 

   

４ 中村修（なかむら おさむ）福祉部長のお詫びのコメント 

対象の皆さまには、個人情報の流出という事態を引き起こしてしまったことに対し、ご心

配とご迷惑をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。 
今後につきましては、契約仕様の見直しや業者への指導を徹底し、再発防止に努めてまい

ります。 
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